
福 祉 制 度 の 早 見 表

障害の区分

　制度の名称

等級 1 2 3 4 5 6 A１ A２ B１ Ｂ２ 1 2 3

3

△ △ △ △ △ 3

△ △ △ △ △ 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ 4

△ △ △ △ △ 4

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6

6

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ 9

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

△ △ △ △ △ △ 16

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16

○ ○ 17

○ ○ ○ △ △ △ 17

△ △ △ △ 17

○ ○ ○ ○ ○ ○ 18

○ ○ ○ ○ ○ ○ 18

△ △ △ 18

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19

○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20

△ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20

△ △ △ △ △ △ 20

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 21

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 22

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 22

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24

◎ ◎ △ △ △ △ ◎ ◎ ◎ 24

△ △ △ △ △ ◎ ◎ 24

※ ◎・・・該当するもの　　 ○・・・該当するが要件があるもの　　 △・・・障がいの区分等により一部該当するもの

制度の詳細については、本文をご覧ください。

在
宅
生
活
の
支
援

該　当
ページ

身体障害者
知的障害者

第２種第１種

障 害 福 祉 サ ー ビ ス

年
金
・
手
当
等

障 害 基 礎 年 金

日 常 生 活 用 具 の 給 付

重 度 心 身 障 害 者 福 祉 年 金

※手帳等級に関係なく、年金の障害等級表１・２級に該当する方

ストマ使用者助成事業・腹膜透析助成事業

公 営 住 宅 の 入 居

※　等級に関係なく、特定疾患に該当する方

特 別 児 童 扶 養 手 当

補 装 具 の 交 付 と 修 理

強 度 行 動 障 害 児 者 住 宅 改 良 促 進 事 業

日 中 一 時 支 援 事 業

精神障害者

重 度 心 身 障 害 者 家 庭 介 護 者 慰 労 金

心 身 障 害 者 扶 養 共 済

福 祉 医 療 費 の 給 付

難 病 患 者 見 舞 金

自 立 支 援 医 療 の 給 付

児 童 扶 養 手 当

障 害 児 福 祉 手 当

特 別 障 害 者 手 当

タ ク シ ー 運 賃 の 割 引

医
療
等

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業

タ ク シ ー 利 用 料 金 助 成 事 業

自 動 車 改 造 費 助 成 事 業

タ イ ム ケ ア 事 業

手 話 通 訳 者 ・ 要 約 筆 記 者 派 遣 事 業

地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー

障 が い 者 に や さ し い 住 宅 改 良 促 進 事 業

自 動 車 運 転 免 許 取 得 助 成 事 業

信 州 パ ー キ ン グ ・ パ ー ミ ッ ト 制 度

移
動
支
援
等

福 祉 自 動 車 ・ 介 護 用 車 い す の 貸 出

移 動 支 援 事 業

通 所 ・ 通 園 ・ 通 院 等 推 進 事 業

有 料 道 路 通 行 料 金 の 割 引

バ ス 運 賃 の 割 引

駐 車 禁 止 規 制 の 適 用 除 外

航 空 運 賃 の 割 引

鉄 道 運 賃 の 割 引
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